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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月15日(2017.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各地物に関するデータと、
　前記各地物の所定地点における案内目印としての有用性の程度を示す有用性データと、
　を備え、
　前記有用性データにおいて、ノードとともに道路ネットワークを構成するリンクのうち
、前記所定地点に対応するノードに接続されている特定のリンクに対応する特定の道路に
正面出入口を有する第１の地物に対する有用性の程度は、前記特定の道路に正面出入口を
有しない第２の地物に対する有用性の程度よりも高いことを特徴とする、案内データのデ
ータ構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の案内データのデータ構造において、
　前記各地物に関するデータには、各地物の正面出入口への到着地点を表す情報である到
着地点情報が含まれ、
　前記第１の地物に関する前記到着地点情報の示す前記到着地点は、前記特定のリンク上
に設定されていることを特徴とする、案内データのデータ構造。
【請求項３】
　所定地点を案内する案内システムに用いられる案内データを生成する情報処理装置であ
って、
　前記案内データは、前記所定地点を案内する際の目印となり得る案内目印を表す案内目
印データと、前記案内目印の前記所定地点における目印としての有用性の程度を示す有用
性データと、を含み、
　前記情報処理装置は、
　各地物を表わす地物データを格納する地物データ格納部と、
　前記各地物のうち、前記所定地点に対応するノードに接続されている特定のリンクに対
応する特定の道路に正面出入口を有する第１の地物を、前記地物データと道路ネットワー
クデータとの対応関係に基づき特定する地物特定部と、
　前記所定地点に関する前記各地物の前記有用性の程度を評価値として設定する評価値設
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定部であって、前記各地物のうち、前記第１の地物に対して、前記特定の道路に正面出入
口を有しない第２の地物に比べて高い前記評価値を設定する評価値設定部と、
　設定された前記評価値に基づき、前記各地物のうちから、前記案内目印を決定する案内
目印決定部と、
　を備える、情報処理装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報処理装置において、さらに、
　前記所定地点から前記各地物を視認可能か否かを推定する視認性推定部を備え、
　前記評価値設定部は、前記所定地点に関する前記各地物の前記評価値を設定する際に、
前記所定地点から該地物が視認可能であると推定される該地物に対して、前記所定地点か
ら該地物が視認可能でないと推定される該地物に比べて、高い前記評価値を設定する、情
報処理装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の情報処理装置において、
　前記地物データは、さらに、前記各地物の代表点の位置を示す代表点位置情報と、前記
各地物の輪郭の位置を示す輪郭位置情報と、を含み、
　前記視認性推定部は、前記代表点位置情報と前記輪郭位置情報とに基づき、
　前記各地物について、前記特定のリンクおよび前記特定のリンクの延長上に配置されて
いるリンクのうち、該地物から最も近いリンクへの前記代表点からの垂線と該地物の輪郭
との交点の位置を特定し、
　前記交点と前記所定地点とを結ぶ線分上に他の地物が存在しない場合に、前記所定地点
から該地物を視認可能であると推定し、前記線分上に他の地物が存在する場合に、前記所
定地点から該地物を視認可能でないと推定する、情報処理装置。
【請求項６】
　請求項１または請求項２に記載の案内データを用いて前記所定地点を案内する案内シス
テムであって、
　前記有用性データに基づき、前記所定地点を案内する際の目印となりうる案内目印のう
ち、少なくとも一部を示す情報を提示する目印提示部と、
　決定された前記案内目印に対して、前記目印提示部により提示される際の優先順位を設
定する優先順位設定部と、
　を備え、
　前記優先順位設定部は、決定された前記案内目印について、前記有用性の程度のより高
い前記案内目印から順番に前記優先順位を順次設定すると共に、前記優先順位が設定され
る度に、該優先順位が設定された前記案内目印が配置されている区画であって、前記特定
のリンクにより区分けされた複数の区画の内のいずれかの区画と同じ区画に配置されてい
る前記案内目印の前記評価値を、前記複数の区画の内の他の区画に配置されている前記案
内目印の前記評価値に対して相対的に低減させる、案内システム。
【請求項７】
　請求項１または請求項２に記載の案内データを用いて前記所定地点を案内する案内シス
テムにおいて、
　前記有用性データに基づき、前記所定地点を案内する際の目印となりうる案内目印のう
ち、少なくとも一部を示す情報を提示する目印提示部を備え、
　前記目印提示部は、決定された前記案内目印のうち、少なくとも一部の前記案内目印を
表わすアイコンを表示する表示部を有し、
　前記目印提示部は、前記有用性の程度がより高い前記案内目印のアイコンを、前記表示
部において、より強調して表示する、案内システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の案内システムにおいて、
　前記目印提示部は、前記有用性の程度が所定値以下の前記案内目印のアイコンの透過度
を、前記有用性の程度が前記所定値よりも高い前記案内目印のアイコンの透過度に比べて
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高くする、案内システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　（１０）上記形態の案内システムにおいて、さらに、決定された前記案内目印に対して
、前記目印提示部により提示される際の優先順位を設定する優先順位設定部を備え、前記
優先順位設定部は、決定された前記案内目印について、前記有用性の程度のより高い前記
案内目印から順番に前記優先順位を順次設定すると共に、前記優先順位が設定される度に
、該優先順位が設定された前記案内目印が配置されている区画であって、前記特定のリン
クにより区分けされた複数の区画の内のいずれかの区画と同じ区画に配置されている前記
案内目印の前記評価値を、前記複数の区画の内の他の区画に配置されている前記案内目印
の前記評価値に対して相対的に低減させてもよい。この形態の案内システムによれば、次
の優先順位を設定する際に、先の順位が設定されている案内目印の配置されている区画と
は異なる他の区画の案内目印に、次の優先順位が設定され易くできる。このため、案内目
印が表示される区画に偏りが生じることを抑制できるので、所定位置に対していずれのリ
ンクから接近した場合でも、案内目印を見つけ易くできる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　（１２）上記形態の案内システムにおいて、前記目印提示部は、決定された前記案内目
印のうち、少なくとも一部の前記案内目印を表わすアイコンを表示する表示部を有し、前
記目印提示部は、前記有用性の程度がより高い前記案内目印のアイコンを、前記表示部に
おいて、より強調して表示してもよい。この形態の案内システムによれば、目印としての
有用性のより高い案内目印をより強調して表示させることができるので、ユーザは、現実
の案内目印を容易に見つけることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　（１３）上記形態の案内システムにおいて、前記目印提示部は、前記有用性の程度が所
定値以下の前記案内目印のアイコンの透過度を、前記有用性の程度が前記所定値よりも高
い前記案内目印のアイコンの透過度に比べて高くしてもよい。この形態の案内システムに
よれば、目印としての有用性の高い案内目印を強調できると共に、案内目印が多数表示さ
れることによりユーザに煩雑な印象を与えること、および案内目印が多数表示されること
で案内目印が見えづらくなることを抑制できる。
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